
新素材活用生産資材の導入について
～産地生産基盤パワーアップ事業の新市場獲得対策の国産シェア拡大対策～

対象となる品目

・野菜、いも類(ただし、でんぷん原料用かんしょは除く。)に限る。

事業内容

(１)生分解性マルチの導入の支援（補助率：定額（1/2相当））
生分解性マルチと通常マルチとの購入額の差額の一部を支援。

(２)生分解性マルチの導入による効果等の情報発信に係る取組（補助率：定額）
生分解性マルチの普及・定着化のため、導入による効果やそれを活用した地域の取組
等を周知するためのチラシ等の作成、ホームページやセミナー等の情報発信に必要な経費
を支援。

加工・業務用野菜等の生産の拡大に向けて、回収作業や処分が不要な生分解性マ
ルチへの転換を促進するため、購入費の一部や同資材の普及・定着に向けた取組
を支援します。

生分解性マルチの導入支援の補助金算定

事業実施主体

・農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農地適格
化法人、特定農業団体、農業者の組織する団体。
※受益農業従事者（農業（販売・加工等を含む。）の常時従事者（原則年間150日以上）をい
う。）が５名以上。事業実施及び会計手続きを適正に行い得る体制を有すること。

補助金額=
規格（幅）別の補助金単価 × 購入する生分解性マルチの長さ（１本当たりの長さ × 本数）

・上記表の規格（幅）に該当する場合

・上記の表の規格に該当しない場合
購入予定の生分解性マルチの規格よりも小さく、かつ、最も近い規格の単価により算定。

・幅95cm未満のものは補助対象としない。

〈例〉幅95cm、長さ200mの生分解性マルチを50本購入した場合の補助金額
11.0円 × 200m × 50本 ＝ 110,000円

〈例〉幅130cm、長さ200mの生分解性マルチを20本購入した場合の補助金額
15.0円 × 200m × 20本 ＝ 60,000円

算定方法

生分解性マルチの規格(幅) 生分解性マルチ１m当たりの補助金単価
95cm 11.0円

120cm 15.0円
135cm 15.7円
150cm 18.7円
180cm 17.2円



留意点

（１）１事業実施計画当たりの補助限度額
① 生分解性マルチの導入のみに取り組む場合は、2,500万円。
② 生分解性マルチの導入と導入効果等の情報発信の取組の両方に取り組む場合は、

2,500万円（ただし、導入効果の情報発信の取組は50万円とする）。
③ 導入効果の情報発信のみに取り組む場合は、50万円。

（２） 生分解性マルチの導入支援の取組の申請に当たって必要な書類
見積書、補助要件の同一ほ場で２回以上作付けを行う場合の１回分のみであること
及び前作で生分解性マルチを利用していないことに係る誓約書等。

（３）現地確認の実施
事業実施主体は、事業が適切に実施されているか確認するため、領収書、納品書

等の購入伝票、作業日誌、写真等の書類の内容を確認するとともに、受益農業従者
者全体から無作為に対象者を抽出（平方根の数）し、現地確認を行う必要。

事業の流れ

国 都道府県 事業実施主体（農協等）

収穫後にすき込み生分解性マルチ設置ほ場

補助要件

・生分解性マルチの導入による省力化の効果を生かした栽培面積の拡大や他品目の導入、
機械化一貫体系の構築などの取組を一つ以上行う。
・補助対象となる生分解性マルチは、次期の作付けのために購入するものに限り、同一ほ場で
２回以上作付けを行う場合は、１回分のみが補助対象。
・前作で生分解性マルチを利用している生産者は補助対象としない。

優先採択措置（ポイント加算）

農林水産省 農産局 園芸作物課

北海道農政事務所 生産支援課

東北農政局 生産部 園芸特産課

関東農政局 生産部 園芸特産課

北陸農政局 生産部 園芸特産課

☎03ｰ6738ｰ7423

☎011ｰ330ｰ8807

☎022ｰ221ｰ6193

☎048-740-0434

☎076ｰ232-4314

東海農政局 生産部 園芸特産課

近畿農政局 生産部 園芸特産課

中国四国農政局 生産部 園芸特産課

九州農政局 生産部 園芸特産課

沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課

☎052ｰ223ｰ4624

☎075ｰ414ｰ9023

☎086ｰ224-9413

☎096-300-6253

☎098-866-1653

・国産切り替え重点７品目、冷凍や加工・業務用を対象とした取組、みどりの食料システム法
に基づく計画（環境負荷低減事業活動実施計画、特定環境負荷低減事業活動実施計
画等）認定を受けている場合については、採択に当たってポイントを加算。

本事業に関するお問い合わせ


